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明るく 楽しく 元気よく−４−

葬祭式場 ご自宅葬・家族葬・ホール葬

《事前相談承ります》

　　 無料！事業承継出張相談会完　全
予約制 　「後継者がいない」、「事業の引継ぎが不安だ」、「取引先に迷惑をか

けないように会社を譲渡したい」などのご相談について、経験豊富
な事業承継専門家がお悩み解決に向け対応いたします。早めの行動が円滑な承継
の一歩となります。　
　どうぞ、この機会にご利用ください（毎月第３木曜日に開催します）。

日　時▶12月16日（木）　①１０：００～　②１３：００～　③１4：3０～ 
　　　　※ご希望の相談時間をお知らせください。（先着順）
会　場▶東金商工会館　２Ｆ　経営相談室
申　込▶当所２Ｆ窓口にて申込書を設置しておりますのでご利用ください。
　　　千葉県事業引継ぎ支援センター（千葉商工会議所内）
　　　０４３（４４５）８２０５　　０４３（４４５）８２０６TEL FAX

問

東金市独自の緊急経済対策として10万円を支給します

　新型コロナウイルス感染拡大防止のための営業時間短縮要請や外出自粛の影響
により、売り上げが大幅に減少している中小企業や個人事業主に、市が東金市中
小企業等再建支援金（令和 3 年度分）を支給します。

【対象】次の①または②に該当する事業者
①東金市内に「主たる事業所」※を有する中小企業者等で、令和 2 年度に「東金

市中小企業等再建支援金」を受給した事業者（廃業した事業者を除く。）
②東金市内に「主たる事業所」※を有する中小企業者等で、令和 3 年の売上高（1

月～ 12 月の任意の月）が令和元年（平成 31 年）の同月比で 15％以上減少
している事業者（農業、林業、漁業は除く）

※「主たる事業所」は以下のとおりです。
　法人 ⇒ 法人税の確定申告書別表一に記載された納税地。
　個人事業主（青色申告）⇒ 所得税の青色申告決算書に記載された事業所の所在地。
　個人事業主（白色申告）⇒ 所得税の収支内訳書に記載された事業所の所在地。

【支給金額】10 万円
【申請期限】令和4年1月15日（土）消印有効
【申請方法】
・ 対象の①に該当する事業者には、10 月中旬頃に市から申請書をお送りしてお

りますので、必要事項を記入し、返信用封筒を用いてご返送ください。
・ 対象の②に該当する事業者は、事業内容等についてヒアリングを実施した上で、

必要書類の説明をしますので、電話予約のうえ、商工観光課にお越しください。

　　東金市商工観光課　　0475（50）1218

残り1ヶ月を切りました！

TEL問

　新たにお店を開業した、帳簿のつけ方がわからない、記帳はしているが申告手続
きがわからないなど、お悩みの方もいるのでは？　そのお悩みを解決するために、
税理士の先生による丁寧な個別指導で、適正な申告手続きを学びましょう！
　また、今年はコロナ関係の給付金の節税対策に向けた、税理士による早めの税務
個別相談会を行いますので、ぜひご利用ください。
日　程▶令和3年 12月21日（火）・24日（金）
　　　　令和4年　1月21日（金）・25日（火）
　　　　 ※以上が年内の節税対策に向けた相談会及び早期の税務個別相談会の日程です。
　　　　令和4年　2月18日（金）・21日（月）・22日（火）・25日（金）・
　　　　　　　　  3月1日（火）・3日（木）・7日（月）・9日（水）・11日（金）
時　間▶①10：00～　②11：00～　③13：00～　④14：00～
　　　　※各日程共通で①～④で50分ごとの相談会となっています。
会　場▶東金商工会館2階経営相談室 ※水曜日のみ2階特別会議室
持ち物▶帳簿・伝票書類・電卓・筆記用具等
申　込▶ 　東金商工会議所  　0475（52）1101
　　 　  ※事前に予約が必要となります。（当所会員限定）

TEL問

東金市中小企業等再建支援金（令和3年度分）

はじめての確定申告でも安心！ 

税務申告個別相談会
会員限定
無料相談会

12月10日（金） 【とうがねの日】　
新型コロナウイルス終息祈願と

地域活性化のために！

希望の打ち上げ花火！

【とうがねの日とは？】
平成 25 年に開催した「家康来訪 400 年
とうがね祭り」のイベントとして 10 日
の金曜日をとうがねの日と定め、全国か
ら東金にお客さんを呼び込むきっかけを
つくろうというもの
です。

　   東金市観光協会　
　　0475（50）1142
主　催▶東金市観光協会　
協　力▶東金商工会議所
　　　　東金商工会議所青年部
※コロナ禍の状況により開催日が
　延期される可能性があります。

TEL

問
当日はYouTubeの「YASSA WAVEチャ
ンネル」でライブ配信をします。

（18:30～花火終了まで）
ご協賛いただきました皆さまをライブ配信
内でご紹介させていただきます。
https://www.youtube.com
/c/YASSAWAVE

電子帳簿保存法 改正

「電子帳簿保存法 改正」の対応セミナー緊急
開催


